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施
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の
一
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を
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す
る
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則

(

生
活
安
全
課)
…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
四
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

東
北
東
京
鐵
鋼
株
式
会
社

２

住
所

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
四
番
地
一
一

３

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

櫻
井

憲
一

二

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
四
番
五
七
、
一
七
番
六
、
一
九
番
一
二
、
一
九
番
二
一

三

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

ご
み
処
理
施
設(

焼
却
施
設)

四

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類

可
燃
ご
み
、
不
燃
ご
み

(

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
廃
家
電
等
破
砕
物
及
び
自
動
車
等
破
砕
物
に
限

る
。)

五

申
請
年
月
日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

六

申
請
書
及
び
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
変
更
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影

響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

青
森
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
八
戸
環
境
管
理
事
務
所

八
戸
市
環
境
部
環
境
政
策
課

２

期
間

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

七

意
見
書
の
提
出

当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
知
事
に
生
活
環
境
の

保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
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( )

平
成
十
八
年
一
月
四
日

２

提
出
先

〒
〇
三
〇－

八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所
及
び
種
類

�

意
見

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
五
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
の

二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

東
北
東
京
鐵
鋼
株
式
会
社

２

住
所

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
四
番
地
一
一

３

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

櫻
井

憲
一

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
四
番
五
七
、
一
七
番
六
、
一
九
番
一
二
、
一
九
番
二
一

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設
、
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

(

自
動
車
等
破
砕
物
を
含
む
。)

、
ゴ
ム
く
ず
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊

維
く
ず
、
金
属
く
ず
並
び
に
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず

(

こ
れ
ら
に

つ
い
て
、
自
動
車
等
破
砕
物
に
限
る
。)

五

申
請
年
月
日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

六

申
請
書
及
び
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
変
更
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影

響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

青
森
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
八
戸
環
境
管
理
事
務
所

八
戸
市
環
境
部
環
境
政
策
課

２

期
間

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

七

意
見
書
の
提
出

当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
知
事
に
生
活
環
境
の

保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
一
月
四
日

２

提
出
先

〒
〇
三
〇－

八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所
及
び
種
類

�

意
見

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
八
百
七
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
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( )

と
お
り
自
動
車
の
み
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
の
部
分
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
前

段
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
リ
ベ
ロ
津
軽
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ

三

代
表
者
の
氏
名

松
宮

隆
治

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
と
し
て
地
域
住
民
に
対
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
と

サ
ッ
カ
ー
を
通
し
た
子
供
の
健
全
育
成
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
明
る
く
健
康
的
で
ス
ポ
ー
ツ
の

盛
ん
な
地
域
の
創
造
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
承
認

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

(

昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
の
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

承
認
に
係
る
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

農
地
売
買
等
事
業

(

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い

う
。)

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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路

線

名

指

定

す

る

道

路

の

部

分

指
定
す
る
期
日

国
道
二
七
九
号

上
北
郡
野
辺
地
町
字
タ
ラ
ノ
木
一
二
三
の
二
か
ら

上
北
郡
東
北
町
字
湯
田
平
一
一
二
の
一
ま
で

平
成
��

･

��･

��

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

び
氏
名

(

名
称)

上
北
郡
百
石
町
一
川
目
二
丁
目
六
五
の
四
四

一
の
一
部

上
北
郡
百
石
町
一
川
目
一
丁
目
七
三
の
三
四

二

一
川
目
町
内
会

会
長

工
藤
正
志

上
北
郡
百
石
町
字
堀
ノ
内
一
九
一
の
二

上
北
郡
百
石
町
字
下
川
原
一
八
の
三

小
比
類
巻
幸
吉



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

公

安

委

員

会

青
森
県
警
備
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

井

畑

明

男

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
四
号

青
森
県
警
備
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
警
備
業
法
施
行
規
則

(

平
成
十
五
年
四
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
十
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
七
条
第
一
項｣

に
、

｢

第
十
一
条
の
七｣

を

｢

第
四
十

三
条｣

に
、

｢

第
十
六
条
の
二｣

を

｢

第
五
十
一
条｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
号
中

｢

非
金
属
性｣

を

｢

非
金
属
製｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
号
中

｢

警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
五
号
。
以
下

｢

検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
一
条
第
一
項｣

を

｢

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る

規
則

(

平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下

｢

検
定
規
則｣
と
い
う
。)

第
一
条

第
二
号｣

に
、

｢

常
駐
警
備
業
務｣

を

｢

施
設
警
備
業
務｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

第
一
条
第

一
項｣

を

｢

第
一
条
第
五
号｣

に
、

｢

核
燃
料
物
質
等
運
搬
警
備
業
務｣

を

｢

核
燃
料
物
質
等
危
険

物
運
搬
警
備
業
務｣

に
改
め
、

｢

及
び｣

の
下
に

｢

同
条
第
六
号
に
規
定
す
る｣

を
加
え
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中

｢

非
金
属
性｣

を

｢

非
金
属
製｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

非
金
属
性｣

を

｢
非

金
属
製｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

第
一
条
第
一
項｣

を

｢

第
一
条
第
二
号｣

に
、

｢

常
駐
警
備

業
務｣

を

｢

施
設
警
備
業
務｣

に
改
め
る
。

第
六
条
中

｢

第
十
一
条
の
七｣

を

｢

第
四
十
三
条｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

第
十
六
条
の
二｣

を

｢

第
五
十
一
条｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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